
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 中島村社会福祉協議会 



平成３１年度 事業計画書 

 

 

■基本方針                  

 

 今日、少子・高齢化の進行や住民相互のつながりの希薄化等を背景に、社会的孤

立、経済的困窮に起因する生活課題や介護問題等、福祉課題は従来に増して複雑化、

多様化しております。 

 日常生活圏域での地域包括ケアシステムの構築を推進するため介護保険制度が改

正され、多様な生活支援サービスが提供できるよう平成 29 年度より介護予防・日常

生活支援総合事業が開始されております。 

 社会福祉法の改正により社会福祉法人制度が大きく改革され、福祉サービスの供

給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人制度について経営組織のガバナン

スの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるものとなりました。 

 本会は、「だれもが住み慣れた地域で安心・安全に暮らすことのできる福祉のま

ちづくり」を目標として次の事業を推進します。 

 はじめに地域福祉の役割として、日々変化する社会の実情を常に把握し、地域住

民の意見・要望等を取り入れ、また地域が抱える課題や問題を幅広く捉えながら、

福祉的解決に向けた取り組み強化が今後さらに重要となってきます。それには福祉

的援助を必要とする人々が社会から疎外されることなく、地域住民、ボランティア、

民生児童委員、行政、関係団体等と連携強化に努め、地域福祉活動の協働参加企画

の推進を図りながら、だれもが安心して共生できる社会・福祉コミュニティーづく

りの実現を目指します。それに向けて地域福祉では、日々地道な福祉活動をおこな

う中、事業の透明性を図り、地域の信頼・信用性をより高められるよう活動をして

いきます。 

 在宅福祉事業においても、事業の適切な運営及びコンプライアンスに努め、従事

者の専門知識・技術向上に日々取り組んでいき、スムーズな支援や利用者がその人

らしく暮らせるよう、自立支援に向けたよりよいサービスの提供をおこないます。 

 

■重点目標                  

 

１．組織の体制の強化に努めます 

２．介護保険事業の充実に努めます。 

３．障害者自立支援事業の充実に努めます。 

４．地域包括支援センターの充実に努めます。 

５．福祉センターの運営管理に努めます。 

６．在宅福祉サービスの充実に努めます。 

７．地域福祉サービスの充実に努めます。 

８．社会福祉の広報・啓蒙活動の充実を図り、地域福祉の推進に努めます。 

９．ボランティア活動の推進に努めます。 

10．共同募金事業に協力し福祉事業を推進します。 

11．福祉団体活動の援助協力に努めます。 

 

 

 



■実施項目                  

 

項  目 実  施  内  容 開催時期等 

１．組織の体制 

 の強化 

 

 

 

 

 

 

①理事会・評議員会・監事会の開催 

②評議員選任・解任委員会の開催 

③各福祉団体及び関係機関（保健福祉課・医療機関 

 等）との連携強化 

④研修会等への参加による資質の向上 

⑤一般会員、特別会員の加入促進 

⑥介護保険事業、介護予防・日常生活支援総合事 

 業、障害者自立支援事業の健全経営 

年３～４回 

随時 

 

 

 

10月～３月 

 

 

２．介護保険事 

 業の充実 

 

 

 

①居宅介護支援事業所の経営 

②訪問介護事業所（ホームヘルプサービス）の経営 

③第１号訪問事業（ホームヘルプサービス）の経営 

④通所介護事業所（デイサービス）の経営 

⑤第１号通所事業（デイサービス）の経営） 

 

 

 

 

 

３．障害者自立 

 支援事業の充 

 実 

①居宅介護事業（ホームヘルプサービス）の経営 

②基準該当生活介護事業（デイサービス）の受託 

③移動支援事業 

 

 

 

４．地域包括支 

 援センタ－ 

 事業の充実 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター事業の受託 

①介護予防支援･介護予防ケアマネジメント事業 

②総合相談支援事業 

③権利擁護事業 

④包括的・継続的ケアマネジメント事業 

⑤認知症施策推進事業 

⑥生活支援体制整備事業 

⑦地域ケア会議の推進 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

５．福祉センタ 

 ーの運営管 

 理 

①福祉センターの管理運営の受託 

②在宅介護支援センターの管理受託 

③ふれあいの家の管理受託 

通年 

通年 

通年 

６．在宅福祉サ 

 ービスの充 

 実 

 

 

 

①福祉機器貸出事業の実施 

【対象者】寝たきり高齢者または障害者、認知症 

    高齢者、重度障害者 

【内 容】車いす、エアーマット等の貸出 

②車いす送迎車貸出事業の実施 

【内 容】福祉車両（車いす送迎車）の貸出 

通年 

 

 

 

通年 

 

 

 



 

項  目 実  施  内  容 開催時期等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ふれあい会事業の実施 

【対象者】概ね75歳以上のひとり暮らし高齢者又は 

    高齢者夫婦世帯 

【内 容】弁当の配食サービス 

④福祉有償運送事業の実施 

【対象者】要介護者、障害者等で一人で公共交通機 

    関の利用が困難な者並びにその付添い人 

【内 容】病院等の送迎 

⑤訪問入浴サービス事業の実施 

【対象者】障害者、寝たきりの者等 

【内 容】訪問入浴の助成（11,250円/月１回） 

⑥軽度生活支援事業の受託 

【対象者】概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者及び 

    高齢者のみの世帯 

【内 容】ホームヘルプサービス事業 

⑦生きがい対応型デイサービス事業の受託 

【対象者】概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者 

【内 容】デイサービス事業 

⑧外出支援サービス事業の受託 

【対象者】概ね65歳以上の高齢者で交通機関の利用 

    が困難な者及び概ね60歳以上の高齢者で 

    足の不自由な者 

【内 容】病院等への送迎 

⑨高齢者世帯訪問事業の受託 

【対象者】①75歳以上のひとり暮らし又は高齢者の 

     みの世帯。 

     ②介護施設や高齢者施設、高齢者専用住 

     宅に入居していないこと。 

【内 容】毎週１回乳酸飲料を配達し安否確認 

５月～３月 

 

 

 

通年 

 

 

 

通年 

 

 

通年 

 

 

 

通年 

 

 

通年 

 

 

 

 

通年 

７．地域福祉サ 

 ービスの充 

 実 

 

 

 

①心配ごと相談所の開設 

【内 容】毎月１回 弁護士による無料法律相談所 

    の開設 

②生活福祉資金貸付事業の受託（県社協） 

【内 容】低所得者世帯等への生活福祉資金等の貸 

    付窓口 

毎月 

第２月曜日 

 

通年 

 

 



 

項  目 実  施  内  容 開催時期等 

 ③生活援助資金貸付事業 

【内 容】低所得者世帯等への生活資金の貸付 

④あんしんサポート事業の受託（県社協） 

【内 容】認知症高齢者・障がいのある方などを対 

    象として、福祉サービスの利用や生活に必 

    要なお金の出し入れ等を公的な制度でお手 

    伝いする事業。 

⑤福祉バス貸出事業の実施 

【内 容】福祉バスの貸出 

⑥百歳賀寿贈呈事業の実施 

【内 容】１００歳最高齢者への祝状及び祝い金の 

    贈呈。 

通年 

 

通年 

 

 

 

 

通年 

 

２月 

８．社会福祉の 

 広報・啓蒙 

 活動の充実 

 

 

①福祉まつりの開催 

②グラウンドゴルフ大会、ニュースポーツ大会等の 

 実施 

③社協だよりの発行 

④ホームページ・フェースブックの活用 

11月 

10月･１月 

 

年２回 

通年 

９．ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活 

 動の推進 

①ボランティアセンターの充実 

②ボランティア活動普及事業の実施 

③学習支援ボランティア活動の協力 

④ボランティア研修等への参加 

⑤災害ボランティアセンターの充実 

⑥災害時の協力 

通年 

適時 

７月･12月 

適時 

適時 

適時 

10．共同募金事 

 業の推進 

①赤い羽根共同募金運動の推進 

②歳末たすけあい募金運動の推進 

10月～3月 

12月 

11．福祉団体活 

 動の援助協 

 力 

 

①老人クラブ連合会に対する援助協力 

②身体障害者福祉会に対する援助協力 

③遺族会に対する援助協力 

④シルバー人材センターに対する援助協力 

通年 

通年 

通年 

通年 

 

 

 

 

 


